
都市計画事業承認（一般国道１８８号柳井・平生バイパス） 

都市計画事業承認 

◆都市計画事業承認

一般国道１８８号柳井 ・平生バイパス （柳井市南町五丁目～平生町宇佐木）については、

令和４年１１月４日に都市計画事業承認の告示がされました。 

都市計画事業承認された対象路線は下表のとおりです。 

都市計画事業の種類及び名称 区間 延長 

柳井都市計画道路事業 

３・３・１号 裾の割線 

起点：山口県柳井市南町
みなみまち

五丁目 

終点：山口県柳井市伊保
い ほ の

庄
しょう

字
あざ

西田
に し た

布
ぶ

路
ろ

木
き

0.84km 

平生都市計画道路事業 

３・３・１号 

国道１８８号線平生バイパス 

起点：山口県熊毛郡平生町大字
おおあざ

宇佐
う さ な

木
ぎ

字
あざ

前田
ま え た

布
ぶ

路
ろ

木
き

終点：山口県熊毛郡平生町大字
おおあざ

宇佐木
う さ な ぎ

字
あざ

大木
お お き

 

1.57km 

◆平面図

○柳井都市計画道路事業３・３・１号 裾の割線

○平生都市計画道路事業３・３・１号 国道１８８号線平生バイパス

※保留区間：収用又は使用の手続きが保留される事業地

https://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/information/tosikeikaku/yanai_tosikeikaku.pdf
https://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/information/tosikeikaku/hirao_tosikeikaku.pdf


※柳井都市計画道路事業３・３・１号 裾の割線に関する図書は柳井市建設部都市計画・建

築課（柳井市役所２階）にて閲覧ができます。 

※平生都市計画道路事業３・３・１号 国道１８８号線平生バイパスに関する図書は平生町

建設課（平生町役場１階）にて閲覧ができます。 

◆都市計画法上の効果・制限

１．建築等の制限（都市計画法第６５条） 

事業地内の土地建物等において、土地の形質の変更・建築物の建築、工作物の建設、移

動の容易でない物件の設置や堆積を行おうとする場合は、山口県知事（柳井市は柳井市長、

熊毛郡平生町は平生町長）の許可が必要になります。 

２．土地建物等の先買い（都市計画法第６７条） 

施行者公告の日の翌日から１０日を経過した日以降は、事業地内において土地建物等

を有償で譲渡する場合には、事前に買い主や予定金額等を施行者に届け出ていただく必

要があり、届出後３０日以内は売買が行えない等の制限があります。 

・土地建物等有償譲渡届出書（Excel）

・土地建物等有償譲渡届出書（PDF）

提出先：山口河川国道事務所 用地課 電話 ０８３５－２２－１９０１ 

３．土地の買取請求（都市計画法第６８条） 

事業地内の土地で収用の手続きが保留されている土地の所有者は、施行者に対しその

土地を時価で買い取るよう請求ができます。なお、買い取る土地価格は所有者と施行者と

が協議して定めることとされています。 

・土地買取請求書（Excel）

・土地買取請求書（PDF）

提出先：山口河川国道事務所 用地課 電話 ０８３５－２２－１９０１ 

○問い合わせ先

・事業計画に関すること 山口河川国道事務所 計画課 電話０８３５－２２－１８１９

・用地補償に関すること 山口河川国道事務所 用地課 電話０８３５－２２－１９０１

https://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/information/tosikeikaku/yusyouzyouto.xls
https://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/information/tosikeikaku/yusyouzyouto.pdf
https://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/information/tosikeikaku/seikyusyo.xls
https://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/information/tosikeikaku/seikyusyo.pdf



